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総務委員会会議録 

 

令和３年１０月１８日 月曜日 

  午前１０時００分開議 

  午後 ０時１０分閉議（実時間１２０分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．議案第１０８号・令和３年度八代市一般会

計補正予算・第７号（関係分） 

１．議案第１０９号・八代市過疎地域持続的発

展計画の策定について 

１．議案第１１０号・辺地に係る公共的施設の

総合整備計画の策定について 

１．議案第１１６号・訴訟上の和解について 

１．議案第１１３号・八代市庁舎内市民交流エ

リア条例の制定について 

１．議案第１１１号・八代市防災行政無線施設

の設置及び管理に関する条例の廃止につい

て 

１．議案第１１２号・八代市個人情報保護条例

及び八代市個人番号の利用及び特定個人情

報の提供に関する条例の一部改正について 

１．議案第１１４号・八代市過疎地域における

固定資産税の課税免除に関する条例の制定

について 

１．その他 

 ・「コロナ禍による厳しい財政状況に対処し

地方税財源の充実を求める意見書」議決の

要請について 

１．所管事務調査 

 ・行財政の運営に関する諸問題の調査 

 ・総合計画の策定推進等に関する諸問題の調

査 

 （物品・委託等に係る電子入札の導入につい

て） 

 （第１１次八代市交通安全計画について） 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  古 嶋 津 義 君 

副委員長  髙 山 正 夫 君 

委  員  田 方 芳 信 君 

委  員  橋 本 貴 喜 君 

委  員  堀   徹 男 君 

委  員  村 川 清 則 君 

委  員  山 本 敬 晃 君 

 

※欠席委員         君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

               君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

 財務部長       尾 﨑 行 雄 君 

  財務部次長     岩 瀬 隆 敏 君 

  財産経営課長    山 本 浩 司 君 

  理事兼資産税課長  機   智三郎 君 

  契約検査課長    岩 崎 伸 一 君 

 総務企画部 

  企画政策課長    辻 田 美 樹 君 

  企画政策課長補佐  橋 口 伸 一 君 

  企画政策課企画係主査  瀬戸口   渉 君 

  危機管理課長補佐  岩 田   剛 君 

  デジタル推進課長  鋤 田 敦 信 君 

 市民環境部 
 
  市民活動政策課長 
            吉 井 光 博 君 
  （消費生活センター所長兼務） 
 

                              

○記録担当書記     村 上 政 資 君 

 

（午前１０時００分 開会） 

○委員長（古嶋津義君） 定刻となり、定足数

に達しましたので、ただいまから総務委員会を

開会いたします。 

 本日の委員会に付します案件は、さきに配付

してあります付託表のとおりであります。 

                              



 

－2－

◎議案第１０８号・令和３年度八代市一般会計

補正予算・第７号（関係分） 

○委員長（古嶋津義君） まず、 初に、予算

議案の審査に入ります。 

 議案第１０８号・令和３年度八代市一般会計

補正予算・第７号中、当委員会関係分を議題と

し、説明を求めます。 

 それでは、歳入等及び歳出の第２款・総務費

について、財務部から説明を願います。 

○財務部長（尾﨑行雄君） 皆様、おはようご

ざいます。（｢おはようございます」と呼ぶ者

あり）財務部の尾﨑でございます。 

 本日、総務委員会に付託されました議案につ

きまして、まず、予算議案の第１０８号・令和

３年度八代市一般会計補正予算・第７号の歳入

及び歳出の総務費を岩瀬財務部次長が説明いた

します。 

 また、事件議案の第１０９号と１１０号、１

１６号及び条例議案の第１１１号から１１４号

までの７つの議案につきましては、関係各課長

が説明いたしますので、よろしくお願いいたし

ます。 

○財政部次長（岩瀬隆敏君） おはようござい

ます。（｢おはようございます」と呼ぶ者あ

り）財務部の岩瀬でございます。よろしくお願

いいたします。失礼しまして、着座にて説明さ

せていただきたいと思います。 

 それでは、別冊となっております議案第１０

８号・令和３年度八代市一般会計補正予算・第

７号をお願いいたします。総務委員会付託分に

ついて説明いたします。 

 １ページをお願いいたします。 

 まず、第１条、歳入歳出予算の総額でござい

ますが、歳入歳出それぞれ８億４１０万円を追

加し、補正後の総額を歳入歳出それぞれ６９６

億４０５０万円としております。 

 また、第２条で繰越明許費を、第３条で地方

債の補正をお願いしておりますが、内容につき

ましては、４ページと５ページの表で説明いた

します。 

 それでは、４ページをお願いいたします。 

 まず、第２表、繰越明許費でございますが、

本年度内の完了が見込めない事業につきまして

繰越明許費の設定を行っております。上段の款

２・総務費から、項１・総務管理費の坂本支所

庁舎解体事業（豪雨災害）で１億７５８２万５

０００円、坂本コミュニティセンター解体事業

（豪雨災害）で１億３４００万円、次の款６、

項１・商工費のかわまちづくり推進事業で７０

００万円、次の款７・土木費、項５・都市計画

費のグリーンパークさかもと解体事業（豪雨災

害）で１５００万円、項６・住宅費の坂本駅前

団地解体事業（豪雨災害）で４５００万円を設

定しておりますが、いずれも本年度内の完了が

見込めないことから、繰越明許費の設定をした

ところでございます。 

 次の第３表、５ページになりますが、第３表

でございますが、上段の土地改良事業では、補

正前の１億７５０万円に６１０万円を追加し、

補正後の限度額を１億１３６０万円としており

ます。 

 次の観光施設整備事業では、５２４０万円に

６６５０万円を追加し、補正後の限度額を１億

１８９０万円、次の道路整備事業では、８億９

７３０万円に２１００万円を追加し、補正後の

限度額を９億１８３０万円、 後の災害復旧事

業では、７９億２８０万円に３億５５６０万円

を追加し、補正後の限度額を８２億５８４０万

円としております。なお、詳しい内容は後ほど

歳入、款２２・市債で説明いたします。 

 それでは、歳入の内容を説明します。 

 ９ページをお願いいたします。 

 款１１、項１、目１、節１・地方交付税で３

４５１万９０００円を追加しておりまして、今

回の補正予算の一般財源でございます。 

 次の款１５・国庫支出金、項１・国庫負担
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金、目２・衛生費国庫負担金、節１・保健衛生

費負担金で、新型コロナウイルスワクチン接種

対策費負担金１億４５００万円を追加しており

ます。これは現在進めております新型コロナウ

イルスワクチン接種において、当初見込みより

接種者数が増えたことなどによる経費増分に係

る国の負担金で、負担率は１０分の１０でござ

います。 

 次の項２・国庫補助金、目１・総務費国庫補

助金、節１・総務管理費補助金で、新型コロナ

ウイルス感染症対応地方創生臨時交付金５００

３万４０００円は、労働者と雇用主のマッチン

グを図る八代市緊急就職促進奨励事業に要する

経費や、小・中・特別支援学校の教師用タブレ

ット端末の整備やイヤホン等を配付する経費及

び博物館におけるオンライン配信用の環境整備

に係る国の交付金でございます。 

 次の目２・民生費国庫補助金、節１・社会福

祉費補助金で、地域介護・福祉空間整備等交付

金７７３万円は、地域介護・福祉空間整備等交

付金事業として、小規模多機能ホームこうだが

非常用自家発電機を設置する経費に定額で補助

する国の交付金で、交付率は１０分の１０でご

ざいます。 

 次の目４・土木費国庫補助金、節３・住宅費

補助金で、既設公営住宅再編事業補助金１２３

１万４０００円は、令和２年７月豪雨により被

災した坂本駅前団地の解体に要する経費の一部

を補助する国の補助金で、補助率は１０分の

４.５でございます。 

 次の目５・教育費国庫補助金、節４・社会教

育費補助金で、文化芸術振興費補助金９６万８

０００円は、博物館の新型コロナウイルス感染

症対策に要する経費の一部を補助する国の補助

金で、補助率は２分の１でございます。 

 款１６・県支出金、項２・県補助金、目１・

総務費県補助金、節１・総務管理費補助金で、

５８９８万３０００円を追加しております。こ

のうち新型コロナウイルス感染症対応総合交付

金４３８１万２０００円は、先ほどの款１５・

国庫支出金でも触れました小・中・特別支援学

校の教師用タブレット端末の整備やイヤホン等

を配付する経費の一部を補助する県の交付金

で、交付率は２分の１でございます。 

 次の豪雨被災者等支援交付金１５１７万１０

００円は、令和２年７月豪雨災害において、球

磨川河口域の航路に堆積した土砂が漁船等船舶

の航行を妨げ、支障が生じていることから、八

代漁協が事業主体となって堆積土砂の作澪を行

う漁船等航路復旧支援事業に要する経費の一部

や、被災した坂本町瀬戸石地区の瀬戸石大明神

と上荒瀬地区の水天宮の再建を支援する地域コ

ミュニティ施設等再建支援事業に要する経費の

一部、及び令和２年７月豪雨被害からの早期復

旧と被災者の負担軽減を目的とした被災宅地復

旧支援事業や被災私道復旧支援事業に要する経

費を補助する県の交付金で、交付率はそれぞれ

２分の１及び１０分の１０でございます。 

 その下、目２・民生費県補助金、節２・児童

福祉費補助金の保育対策総合支援事業補助金５

５０万円は、保育士の事務負担軽減及び保育の

質の向上を図るため、ＩＣＴの導入に必要な環

境整備と機器購入に当たり、公立保育園１０園

及び私立保育園２園の経費の一部を補助するも

ので、補助率は、公立２分の１、私立３分の２

でございます。 

 次の目４・農林水産業費県補助金、節１・農

業費補助金で５８２万７０００円を追加してお

ります。このうち、がまだす里モン支援事業補

助金２５万円は、農山漁村地域の活性化のた

め、住民主体の地域活動を行う八代二見定住促

進協議会が新たな特産品や観光拠点づくりにつ

なげるため、耕作放棄地にレモンを植樹し、レ

モンロードを整備する経費の一部を補助する県

の補助金で、補助率は２分の１でございます。 

 次の強い農業・担い手づくり総合支援交付金
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５３６万１０００円は、令和２年７月豪雨によ

り農業被害を受けた、二見地区４件、坂本地区

６件、泉地区１件の農業者がトラクターや農業

用倉庫等の再取得や修繕に要する経費の一部を

補助する県の交付金で、交付率は９分の７でご

ざいます。 

 次の熊本県農業農村整備事業補助金２１万６

０００円は、八代平野南部土地改良区及び麦島

土地改良区が実施する農業農村整備事業に対し

て経費の一部を補助する県の補助金で、交付率

は５分の４でございます。 

 その下、目９・商工費県補助金、節１・商工

費補助金で、３９２万５０００円を追加してお

ります。このうち、集落サポートプロジェクト

事業補助金２８９万５０００円は、令和２年７

月豪雨により被災した坂本町における買物支援

及び生活交通の維持・確保を図るため、無料コ

ミュニティバスの運行に要する経費を補助する

県の補助金で、補助率は１０分の１０でござい

ます。 

 次の熊本県県民の未来につなぐ森づくり事業

補助金１０３万円は、森林公園の整備や機能充

実を図るため、樅木吊橋と公園の森の補修に要

する経費を補助する県の補助金で、補助率は１

０分の１０でございます。 

 続いて、款１９・繰入金、項１・基金繰入

金、目８、節１・まちづくり交流基金繰入金で

２５０万円を追加しております。これは空き家

の利活用促進のため、不要物の撤去及び改修工

事等に要する経費の一部を補助する八代市空き

家バンク活用促進事業補助金の申請件数が当初

の予定を上回る見込みのため、増額経費に充て

るものでございます。 

 次の目１９、節１・財政調整基金繰入金で

は、２４１０万円を追加しておりまして、新型

コロナウイルス感染症対策事業として、ふれあ

いセンターいずみ、東陽交流センター、さかも

と温泉センターの支援及び補償に要する経費に

充てるものでございます。 

 続いて、１１ページの款２１・諸収入、項

４、目５、節８・雑入で３５０万円を追加して

おります。これは将来にわたって地域の農地利

用等を担う経営体を確保するため、中心経営体

等から経営を継承した後継者７件が機械装置の

購入などに要する経費の一部を補助する、全国

農業会議所からの補助金でございます。 

 次の款２２、項１・市債、目４・農林水産業

債、節１・農業債で、団体営区営土地改良事業

６１０万円は、八代平野北部土地改良区及び八

代平野南部土地改良区が実施する土地改良事業

の経費の一部に充てるもので、充当率９０％の

一般補助施設整備等事業債でございます。 

 次の目５・商工債、節１・観光債で、かわま

ちづくり推進事業６６５０万円は、平成２７年

３月に国の登録を受けたかわまちづくり計画に

基づき、令和元年度から遥拝八の字広場を整備

しておりましたが、令和２年７月豪雨により再

整備が必要となりました。今回、国施工分の工

事が令和４年３月までに完了する見込みが示さ

れたため、本市施工後についても併せて施工す

ることから、その施工に要する経費の一部に充

てるもので、充当率９５％の合併特例債でござ

います。 

 次の目６・土木債、節１・道路橋梁債で、市

内一円道路整備事業２１００万円は、梅雨前線

及び８月の大雨により、市道温泉センター線の

のり面のモルタル吹きつけに空洞やクラックが

発生していることから、のり面修繕に要する経

費に充てるもので、充当率１００％の緊急自然

災害防止対策事業債でございます。 

 次の目９・災害復旧債、節２・その他公共・

公用施設災害復旧債３億４０６０万円の内訳

は、坂本支所庁舎解体事業１億７４００万円、

坂本コミュニティセンター解体事業１億３４０

０万円、坂本駅前団地解体事業３２６０万円及

び、節４・公共土木施設災害復旧債１５００万
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円は、グリーンパークさかもと解体事業であ

り、いずれも令和２年７月豪雨により被災した

施設の解体に要する経費に充てるもので、充当

率１００％の災害復旧事業債でございます。 

 以上が歳入の説明でございます。 

 続いて１２ページをお願いいたします。歳出

でございます。 

 款２・総務費、項１・総務管理費、目４・財

産管理費では、坂本支所庁舎解体事業（豪雨災

害）として１億７５８２万５０００円。１つ飛

ばしまして、目９・コミュニティセンター費で

は、坂本コミュニティセンター解体事業（豪雨

災害）として１億３４００万円を追加しており

ます。これは先ほど歳入の市債で申しましたと

おり、令和２年７月豪雨により被災した庁舎及

びコミュニティセンターの解体に要する経費で

ございます。 

 なお、冒頭、第２表、繰越明許費で申しまし

たように、この事業につきましては、いずれも

本年度内の完了が見込めないことから、繰越明

許費を設定したところでございます。 

 申し訳ありませんが、１つ戻って、目６・情

報推進費では、デジタル化推進事業として３０

万円を追加しております。これは住民から行政

への問合せにＡＩが回答するＡＩチャットボッ

トを、熊本県と参加市町村との共同調達で導入

する経費でございます。 

 以上で説明を終わります。御審議のほど、よ

ろしくお願いいたします。 

○委員長（古嶋津義君） それでは、以上の部

分について質疑をいたします。質疑ありません

か。 

○委員（田方芳信君） すみません、４ページ

の解体ができなくて延びた理由ちゅうのはどう

いう理由ですかね。来年に繰り越さないかんな

った理由。解体。 

○財務部長（尾﨑行雄君） 解体自体が延びた

わけではありませんで、今回予算化しまして、

工期がですね、どうしても、一番長いのは７か

月ぐらいかかるというのと、１億５０００万超

えてる分についてはですね、次の議会で議決を

していただかないといけないということで、ち

ょっと年度内完了が難しいという状況でござい

ます。（委員田方芳信君「不落とかそういった

やつじゃないわけですよね」と呼ぶ）じゃない

です。まだ。（委員田方芳信君「今からちゅう

ことね」と呼ぶ）予算を今から、今回お願いし

てる分です。（委員田方芳信君「分かりまし

た」と呼ぶ） 

○委員長（古嶋津義君） よろしゅうございま

すか。 

○委員（田方芳信君） はい。 

○委員長（古嶋津義君） ほかにありません

か。ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いいたします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１０８号・令和３年度八代市一般会計

補正予算・第７号中、当委員会関係分について

は、原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求

めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（古嶋津義君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 執行部入替えのため、小会いたします。 

（午前１０時２３分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時２４分 本会） 

◎議案第１０９号・八代市過疎地域持続的発展

計画の策定について 

○委員長（古嶋津義君） それでは、本会に戻

します。 
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 次に、事件議案の審査に入ります。 

 まず、議案第１０９号・八代市過疎地域持続

的発展計画の策定についてを議題とし、説明を

求めます。 

○企画政策課長（辻田美樹君） 皆さん、おは

ようございます。(｢おはようございます」と呼

ぶ者あり）企画政策課の辻田と申します。それ

では、着座にて説明させていただきます。 

 議案第１０９号・八代市過疎地域持続的発展

計画の策定について御説明いたします。 

 議案として冊子をお配りしておりますが、概

要をまとめました資料、こちら、八代市過疎地

域持続的発展計画の策定についての資料により

説明をさせていただきたいと思います。 

 本市における過疎対策につきましては、産業

の振興や生活環境の整備など、これまで様々な

対策を講じさせていただいております。 

 過疎対策の根拠法であります過疎地域自立促

進特別措置法が令和３年３月末で期限を迎えた

ことから、過疎地域の総合的かつ計画的な対策

を実施するための新たな法律として、過疎地域

の持続的発展の支援に関する特別措置法が本年

４月に制定されております。 

 これに伴いまして、平成２８年３月に策定し

ました八代市過疎地域自立促進計画の計画期間

も、法の期限に伴い、令和２年度をもって終了

したことから、このたび、過疎地域における持

続可能な地域社会の形成と地域活性化等の取組

を積極的に推進していくため、新たな過疎法に

基づき、令和３年度から７年度までの５か年を

計画期間とした八代市過疎地域持続的発展計画

の策定を行うものでございます。 

 本計画に登載された事業につきましては、充

当率１００％、交付税措置率７０％と有利な地

方債である過疎対策事業債の活用や、国庫補助

率のかさ上げ、地方税の課税免除等に伴う減収

補填措置を受けることができるとされておりま

す。 

 次に、１、対象地域と計画内容についてで

す。 

 過疎地域とは、市町村の財政力指数や一定期

間における人口減少率などを基準に市町村単位

で指定されるもので、市町村合併があった場合

には、旧町村単位での指定など特例措置が講じ

られております。 

 本市は、いわゆる一部過疎として指定されて

おり、旧坂本村、旧東陽村、旧泉村の３つの地

域が指定されており、市の過疎計画につきまし

ては、県が定める過疎地域持続的発展方針に基

づき策定することとされております。 

 次に、２、計画の構成につきましては、①基

本的な事項、②過疎法で実施すべき施策として

位置づけられている１１の事項、③その他地域

の持続的発展に関し必要な事項を定めることと

されております。その詳細につきましては、後

ほど別の資料で説明をさせていただきます。 

 次に、３、計画策定の考え方につきまして

は、地域の特性に応じた施策の基本的方向性

と、そのためのハード、ソフト両面からの事業

を掲載することとしております。 

 過疎対策事業債を財源とする事業や国庫補助

事業の掲載は必須となっており、過疎法の目的

に合致するものは幅広く掲載しております。 

 現時点で事業実施が予定されているものを掲

載しておりますが、今後突発的な事業や坂本町

の復興の進捗に応じた事業等を実施する場合に

は、計画変更により、随時対応を行うこととし

ております。 

 次に、４、策定スケジュールにつきまして

は、これまでにパブリックコメントや県との協

議を経まして、９月に計画案の決定を行ってお

ります。本計画につきましては、過疎法の規定

により議会の議決を経る必要がございますの

で、今回議案として提案させていただいており

ます。 

 なお、議案第１１０号・辺地に係る公共的施
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設の総合整備計画につきましても、この過疎計

画と同時並行で策定を進めているところです。 

 それでは、計画の具体的な内容について、２

枚目にＡ３の横型の資料、こちらをつけており

ます。施策別の主な事業内容についてというこ

とで、このＡ３の資料を基に説明をさせていた

だきます。 

 表に整理しておりますが、本計画は、１、基

本的な事項から１３、その他地域の持続的発展

に関し必要な事項までの１３項目で構成してお

ります。５年間の計画期間内で実施する予定の

ハード及びソフト事業の登載を行っておりま

す。 

 まず、１、基本的な事項についてですが、こ

ちらでは、本市の概要や人口の推移、行財政の

状況のほか、計画の基本方針や基本目標、各施

策のＳＤＧｓとの融和について記述しておりま

す。この基本方針では持続的発展のための過疎

対策のほか、坂本町の復旧・復興についても併

せて取り組んでいくこととしております。 

 また、基本目標につきましては、今回の計画

から新たに策定することとされておりますの

で、総合計画や総合戦略に掲げます人口に関す

る目標に準じて設定しております。 

 次の２、移住・定住・地域間交流の促進、人

材育成以降が、分野・施策ごとの具体的な事業

内容となっております。 

 新過疎法や県の方針により、２の移住・定住

や、４の地域における情報化、１２の再生可能

エネルギーの項目など、新たに設定された分野

もありますが、旧計画で包含されているものも

ありますので、これまで取り組んできた施策を

基本に、今後実施が予定されている事業を幅広

く記載しているところでございます。 

 本日は、時間の都合もございますので、特徴

的なものを抜粋して紹介させていただきたいと

思います。 

 ２、移住・定住・地域間の交流の促進では、

地域おこし協力隊の導入や、氷川町、芦北町と

連携した定住自立圏における移住定住に関する

情報の発信を強化することとしております。 

 ３、産業の振興では、４点目に記載しており

ますけれども、リモートワーク等に対応した環

境整備として、ワーケーション等にも対応した

遊休市有施設の改修工事を行い、過疎地域にお

ける企業誘致の推進を行っていくこととしてお

ります。 

 ４、地域における情報化では、本市が進めて

おりますスマートシティやつしろの実現に向

け、主に情報基盤の整備に取り組んでいくこと

としております。 

 次に、５、交通施設の整備、交通手段の確保

では、具体的な事業として一番下に記載してお

りますが、高速道路への交通アクセスと地域の

強靱化の確保のため、坂本スマートインターチ

ェンジの設置に向けた取組を進めていくことと

しております。 

 後の１３、その他の項目になりますが、こ

こでは被災した坂本支所やコミュニティセンタ

ーの早期再建、泉支所周辺施設の公共的施設の

整備について記載しております。 

 その他、計画本編につきましては、お配りし

ております冊子に施策ごとに詳細を取りまとめ

ておりますので、改めて御確認をお願いいたし

ます。 

 先ほども申し上げましたが、本計画につきま

しては、現時点で予定されている事業について

記載しておりますので、今後突発的な事業など

事業追加の必要性が出てきた場合には、計画の

変更により随時対応してまいりたいと考えてお

ります。 

 加えまして、事業の実施に当たりましては、

事業の緊急性や財政状況などを考慮しながら実

施してまいります。 

 以上で、議案第１０９号・八代市過疎地域持

続的発展計画の策定についての説明とさせてい
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ただきます。御審議のほど、よろしくお願いい

たします。 

○委員長（古嶋津義君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑はありません

か。 

○委員（堀 徹男君） 本編のほうをですね、

事前にちょっと読ませていただいたんですけ

ど、計画の策定に当たってですね、一番たくさ

んフレーズが出てくるのがですね、公共施設等

総合管理計画との整合というのが、どの章にも

ですね、うたわれているんですよね。 

 今回、坂本支所、それからコミュニティセン

ターあたりは、当然その計画の公共施設等総合

管理計画の中にですね、個別計画でうたってあ

ったかと思いますけど、その計画あたりとので

すね、整合を取るに当たって、どれぐらいのそ

の把握をされてるのかなという部分をですね、

ちょっと知りたいなと思ったんですよね。この

計画を立てる、どれぐらいすり合わせという

か、この計画、こちらの計画を立てられるに当

たって、その公共施設等総合管理計画との整合

を図る、すり合わせというか、既にどこかまで

はできているのかなという。となればですね、

御教示いただきたいなと思いますけれども。 

○委員長（古嶋津義君） どなたが答弁されま

すか。 

○企画政策課企画係主査（瀬戸口渉君） お答

えいたします。 

 公共施設等総合管理計画のほうでですね、第

１期、第２期、第４期とか、１０年ごとに計画

を示されているかと思いますけれども、第１期

でですね、施設ごとに、今、検討廃止とか、改

修とか、大規模改修とか、そういった方向性が

示されておりますので、そういった方向性に基

づきですね、事業のほうを計画しております。 

 以上です。 

○委員（堀 徹男君） 本編のですね、資料の

計画書の中の１１ページ目ですね、しっかりう

たってあるんですよね。（８）番、１１ページ

の（８）番でですね、公共施設等総合管理計画

との整合ということでですね。そちらの総合管

理計画のほうもですね、まだ個別計画等々で、

もうたくさんのその該当する地域にはですね、

出てると思うんですね。そことのその計画の整

合を取るということでありますので、具体的に

もう少し、例えば、先ほどおっしゃったように

遊休施設のですね、地域のコミュニティー施設

あたりをどういうふうに有効活用していくのか

というのもですね、どれぐらいお考えになられ

ているのかなというのをですね、少しちょっと

知りたかったなというふうに思いましたので聞

いてみました。 

○委員長（古嶋津義君） 答弁ありますか。 

○企画政策課長（辻田美樹君） 八代市公共施

設等総合管理計画と、あと過疎地域の公共施設

等につきましては、ちゃんと連携を図りまし

て、堀議員から御提案いただいたとおり、検討

を進めてまいりたいと思いますので、今後とも

よろしくお願いいたします。御意見ありがとう

ございました。 

○委員長（古嶋津義君） 堀委員、よろしいで

すか。 

○委員（堀 徹男君） はい。 

○委員長（古嶋津義君） ほかにありません

か。 

○委員（山本敬晃君） 地域おこし協力隊事業

を行いたいということだと思うんですけども、

これ、今までは八代市は地域おこし協力隊の事

業ってなかったんでしょうか。勉強不足なので

ちょっと教えてください。 

○企画政策課長（辻田美樹君） 過去に泉地域

のほうで地域おこし協力隊を導入した経緯があ

りましたが、今回、坂本地域のほうで導入を予

定して、今ちょうど募集中であるところです。 

○委員長（古嶋津義君） よろしいですか。 

○委員（山本敬晃君） その募集中、私、まだ
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勉強不足で、募集中のその地域おこし協力隊員

の待遇というのはどういったものになるんでし

ょうか。 

○企画政策課長補佐（橋口伸一君） 企画政策

課の橋口でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

 待遇としましては、月額報酬ですが、１６万

９６０円から月給として支払うこととされてお

ります。そのほか、通勤距離に応じて、通勤費

相当の額が支給されます。一定以上の任用期

間、勤務時間の方につきましては、期末手当等

を支給する形で募集をかけているところでござ

います。 

 以上、お答えといたします。 

○委員（山本敬晃君） その任期というのは何

か限定されているんですかね。あと、その通勤

費ということは、その坂本町、町内に住まなく

てもいいということですか。 

○企画政策課長（辻田美樹君） 地域おこし協

力隊員、坂本町のほうでは、会計年度任用職員

として募集をしております。 

 あと、坂本町に住むことを一応条件にはして

おりますけれども、住居と支所との距離等に応

じて通勤手当が発生する場合にはということで

考えております。 

○委員（山本敬晃君） 今もう募集は開始され

てるのかな。 

○企画政策課長（辻田美樹君） 今既に募集を

しておりまして、 初、６月から８月までだっ

たかな。一度募集したんですけれども、そこで

ちょっと採用がなかったものですから、延期し

まして、１０月末まで、また再募集を延長して

おります。 

○委員（山本敬晃君） 私もその地域おこし協

力隊のですね、方と、いろんな市町村の方と、

ちょっといろいろお会いしたりとかしてです

ね、ちょっとお話もしたことあるんですけど

も、あと市役所のほうでそういう地域おこし協

力隊を募集しているところの担当課の方ともお

話をする中でですね、やはりなかなか手を挙げ

る人がいない。今お話があったように、募集さ

れたんですけど、なかなか応募する方がいらっ

しゃらないというところなんですけども。 

 やはり私も坂本町のですね、発展のために、

若い方とかですね、そういう何か都会で働かれ

た方とかを多分狙っての募集されていると思う

んですけども、なかなかほかの市町村もです

ね、その地域おこし協力隊、募集されてて、な

かなか人材を獲得競争といいますか、やっぱり

いい人がですね、来てもらうためには、ある程

度の待遇がですね、必要だと思っているんです

よね。 

 その中で、月額１６万９０６０円だったりと

いうのがあると思うんですけども、そういった

ところの待遇、もし、また募集しても応募がな

かった場合に、そういった待遇もちょっと上げ

るとか、そういったところは検討されますでし

ょうか。 

○企画政策課長（辻田美樹君） 今実際、応募

がなかなかないというところで、例えば業務の

内容ですとか、委員おっしゃったような待遇に

つきましては、また検討をさせていただきたい

と考えております。 

○委員（山本敬晃君） この募集して、応募が

例えば１０月末までない場合というのは、ま

ず、延長とか、そういうのをされる予定がある

んですか。 

○企画政策課長（辻田美樹君） また期限を延

長するですとか、来年度、また再度募集をする

ですとか、その辺りを検討しております。 

○委員（山本敬晃君） 後に、今、その募集

をされてるその広報といいますか。例えばホー

ムページ等に載せられてるとかね。あと、どう

いったところにそういう広報、こういう募集を

してるというのをされているのかをちょっとお

聞きしたい。 
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○企画政策課長（辻田美樹君） 八代市のホー

ムページ、あと広報、それとあと全国的な地域

おこし協力隊のサイトがございますので、そち

らのほうに記事を出させていただいておりま

す。また、坂本地域の、地域の広報ですかね。

地域の市報と一緒に配られる情報がありますよ

ね。あちらのほうに例えば地元に住まわれる方

の身内の方ですとか、その辺り、Ｕターンの需

要とかも見込んでそちらのほうにも記事を上げ

たり、また、全国の中で地域おこし協力隊にな

りたいという方が登録されてるサイトがありま

すので、地域おこし協力隊を希望されてる人に

ダイレクトメールを送ったりといったことをし

ております。 

○委員長（古嶋津義君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、以上で質

疑を終了いたします。 

 意見がありましたら、お願いいたします。 

○委員（堀 徹男君） 先ほども質疑させてい

ただいたんですけど、この持続的発展計画案の

ですね、本文の中には、非常によくできた、緻

密にですね、計画書としてつくられたんだなと

いう感想を持ちました。 

 ５ページ辺りのですね、市の行財政の状況と

かから始まって、それと、１１ページだったか

な、その公共施設等総合管理計画の整合等とで

すね、バランスを取りながら、いかにこの持続

的に発展をさせていくかというのはですね、な

かなか難しいテーマだというふうにですね、こ

れを見ながら思ったところだったんですね。 

 施設の利用だけが地域の発展ではないとは思

いますけど、総合管理計画の個別計画等あたり

のですね、縛りというか、硬直化して捉えられ

ることもなく、かといって、そもそもの計画と

のですね、整合とも図らねばならないという部

分を捉まえて、この所管課あたりが実際は担当

されると思うんですけど、その辺もしっかり目

配りをしていただいてですね、計画書に沿った

ようなものが進展していくといいなというふう

に思っています。 

○委員長（古嶋津義君） ほかに意見ありませ

んか。 

○委員（山本敬晃君） 地域の持続的発展のた

めの基本目標はですね、その令和７年度の人口

についてですね、一応、減少率をちょっと少な

くするといいますか、そういった形になってる

と思うんですけども、私としてはですね、持続

的な発展計画という中で、人口減少する中でち

ょっと発展するというところがなかなか想像で

きないといいますか、人口が減ってもですね、

経済成長ができるかもしれないんですけども、

やはり地域にお住まいのですね、その方々とい

うのは、人口が減るということが、やっぱり地

域が衰退しているといいますか、そういうふう

に感じられると思うんですよね。その中で、そ

の地域の皆様がですね、この坂本町のこういっ

た過疎地域がですね、過疎地域が発展していく

というところを感じられるのは、やっぱりその

人口が増えたといいますか、また新しい方が入

ってこられたというところで、そういった地域

の皆様がですね、その発展しているなというふ

うに感じられると思うので、こういった基本目

標をですね、確かになかなか難しい、厳しい面

はあると思うんですけども、どうにかですね、

人口増加にですね、つなげられるような形ので

すね、事業にですね、なればなというふうに考

えております。 

○委員長（古嶋津義君） ほかに意見ありませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１０９号・八代市過疎地域持続的発展

計画の策定については、可決するに賛成の方の
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挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（古嶋津義君） 挙手全員と認め、本

件は可決されました。 

                              

◎議案第１１０号・辺地に係る公共的施設の総

合整備計画の策定について 

○委員長（古嶋津義君） 次に、議案第１１０

号・辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策

定についてを議題とし、説明を求めます。 

○企画政策課長（辻田美樹君） 引き続きよろ

しくお願いいたします。 

 議案第１１０号・辺地に係る公共的施設の総

合整備計画の策定について説明いたします。 

 こちらも辺地総合整備計画の策定についてと

いうことで、別途、概要版の資料を用意してお

りますので、こちらのほうで説明させていただ

きたいと思います。 

 辺地総合整備計画につきましては、辺地に係

る公共的施設の総合整備のための財政上の特別

措置等に関する法律に基づきまして、住民の生

活文化水準の著しい格差の是正を図るため、公

共的施設の総合的かつ計画的な整備を行うこと

を目的に策定するものです。 

 市内８つの辺地計画につきましては、令和２

年度をもって計画期間が終了したことから、先

ほどの過疎計画と併せまして、引き続き令和３

年度から７年度までの５か年の計画の策定を行

うものです。 

 また、辺地計画に登載された事業につきまし

ては、充当率１００％、交付税措置率８０％と

大変有利な地方債である辺地対策事業債を活用

することができることとなっております。 

 まず、１、辺地についてですが、辺地とは、

交通条件や自然的、経済的な条件などが不利

で、ほかの地域と比較して生活の利便性が低い

地域と定義されております。 

 辺地の要件として、地域の中心を含む５平方

キロメートル内の人口が５０人以上であること

や、地域の中心から学校や病院、役場までの距

離などを点数化しまして、１００点以上となる

ことが要件とされております。 

 本市の状況についてですが、市町村合併に伴

いまして、坂本町に５つ、東陽町に１つ、泉町

に３つの合計９つの辺地を有しております。辺

地の区域設定につきましては、町や字の区域な

どから設定することが可能となっており、本市

では旧村時代の区域設定を引き継いで設定して

いるところでございます。 

 次に、２、計画の構成についてですが、辺地

ごとの計画に、辺地の名称、辺地度点数などの

辺地の概況、公共的施設の整備を必要とする事

情、整備に要する経費とその財源などの公共的

施設の整備計画を記載しております。 

 次に、３、計画策定の考え方についてです

が、本市の辺地は全て過疎地域に存在している

ことから、過疎計画の事業から辺地内で実施さ

れるものを改めて抽出し、策定しております。

両計画に登載することで、過疎債、辺地債のい

ずれかが活用できることとなっております。 

 次に、４、計画を策定する辺地についてです

が、東陽町の内の木場辺地を除く８つの辺地の

計画を策定しております。内の木場辺地につき

ましては、道路整備等の進捗が進んでおり、計

画期間内での事業が予定されておりませんでし

たので、前回に引き続き今回も策定は行ってお

りません。 

 資料の２枚目、３枚目にカラー版で辺地の位

置などを記載しました位置図をつけさせていた

だいております。坂本地域と泉地域の管内図を

つけさせていただいております。 

 以上のことを踏まえまして今回策定しました

のが、お配りしている８つの辺地に係る総合整

備計画書となっております。 

 この計画書の詳細につきましては、過疎計画

に登載しているものと重複する部分もございま
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すので省略させていただきますが、予定してい

る事業費の合計は９億４０００万円となってお

り、このうち辺地債の活用予定が７億３０００

万円ほどを見込んでおります。 

 先ほど御説明いたしました過疎計画と同様

に、事業の実施に当たりましては、事業の緊急

性や財政状況等を考慮して行いたいと考えてお

ります。 

 以上で、簡単ではございますが、議案第１１

０号・辺地に係る公共的施設の総合整備計画の

策定についての説明とさせていただきます。御

審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○委員長（古嶋津義君） 質疑に入ります前

に、委員長からお願いをしておきます。 

 質問をされる委員におかれましては、質問を

整理をされ、質問をお願いをいたします。同一

議題についての質問は２回までとなっておりま

すので、よろしく御協力をお願いいたします。 

 それでは、以上の部分について質疑を行いま

す。質疑ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、以上で質

疑を終了いたします。 

 意見がありましたら、お願いいたします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１１０号・辺地に係る公共的施設の総

合整備計画の策定については、可決するに賛成

の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（古嶋津義君） 挙手全員と認め、本

件は可決されました。 

 執行部入替えのため、小会いたします。 

（午前１０時５３分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時５４分 本会） 

◎議案第１１６号・訴訟上の和解について 

○委員長（古嶋津義君） 本会に戻します。 

 次に、議案第１１６号・訴訟上の和解につい

てを議題とし、説明を求めます。 

○財産経営課長（山本浩司君） おはようござ

います。(｢おはようございます」と呼ぶ者あ

り）財産経営課の山本でございます。よろしく

お願いいたします。着座しまして御説明させて

いただくことをお許し願います。 

 では、議案第１１６号・訴訟上の和解につい

て御説明します。 

 １０月１４日に提出しました八代市議会９月

定例会議案（その２）を御覧願います。 

 この議案第１１６号ですけれども、こちら

は、八代簡易裁判所において併合して審理が行

われておりました、八代簡易裁判所令和３年

（ハ）第２７号求償金請求事件、それと八代簡

易裁判所令和３年（ハ）第３３号求償金請求事

件の２つの事件についての和解がその内容とな

ります。 

 議案のほうに事件名及び当事者と和解内容、

それから事件の概要を記載しておりますけれど

も、補足を含めて御説明させていただくため、

ここからは、お配りいたしております、こちら

ですね、議案第１１６号関係の説明資料により

まして御説明いたします。 

 まず、この議案の趣旨ですけれども、公用車

が関係する交通事故について、公益社団法人全

国市有物件災害共済会、ここは八代市からの損

害賠償請求権を代位取得したところとなりま

す。以下、共済会といいます。この共済会が、

相手車の運転者に対し、あいおいニッセイ同和

損害保険株式会社、ここは相手車の運転者及び

対向車線車両の運転者から損害賠償請求権を代

位取得したところとなります。以下保険会社と

いいます。この保険会社が八代市に対し、修理

費用等の支払いを求めて、それぞれ八代簡易裁

判所に提訴し、八代簡易裁判所において２つの

事件を併合して審理が行われておりましたけれ
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ども、去る９月２８日に八代簡易裁判所から和

解条項案が示され、双方がこれを受け入れるこ

ととしたことから、議会の議決を求めるという

ものです。 

 次に、事故の概要ですが、令和２年３月１日

午前６時２５分頃、八代市郡築四番町の路上に

おいて、公用車、これは小型消防ポンプ積載車

となります。下の図に黒色の五角形で示してお

ります。この公用車が、路外から左折して、直

線道路に進入しようとして、左折をほぼ完了し

ていたところ、相手車、下の図では白色の五角

形で表示しております。この相手車が公用車に

衝突しました。この衝突により、相手車は対向

車線に押し出され、対向車線を走っていた車

両、下の図には斜線つきの五角形でお示してお

りますが、この車両にも衝突しました。 

 ２ページ目を御覧願います。 

 請求の内容についてですが、まず、事故によ

り生じた損害額については、八代市が８万４３

９２円、公用車の修理料です。相手車の運転者

が８２万７９２０円、車の修理費用とレッカー

費用と代車料です。対向車線車両の運転者が１

８万９４２０円、車の修理費用と代車料となっ

ております。 

 この損害額についての共済会の請求内容です

が、相手車の運転者が前方注視を欠いたまま漫

然と走行したことにより発生した事故であり、

同者に対し、公用車の修理費を８万４３９２

円、八代市に生じた損害額の全額となります。

及びこれに対する年３分の割合による遅延損害

金の支払いを求めるというものになっておりま

す。ですから、こちらは相手方に１００％過失

があるという主張になっております。 

 続いて、この損害額についての保険会社の請

求内容ですが、道路外の場所から道路に進出す

るに当たっては、交通妨害ないし危険を感じさ

せないよう細心の注意を払う必要があるとこ

ろ、公用車の運転者が漫然と道路に進出し、公

用車を相手車に衝突させた過失がある。過失割

合は５０対５０が相当であり、八代市に対し、

相手車及び対向車線車両の修理費用等の一部、

５０万８６７０円。これは相手車の運転者及び

対向車線車両の運転者に生じた損害額の２分の

１の額となります。この額と、及びこれに対す

る年３分の割合による遅延損害金の支払いを求

める、こういう主張となっております。 

 このように、こちらは双方５０％ずつの過失

があるという主張になっております。 

 このように双方の主張に隔たりがあったとこ

ろに、八代簡易裁判所から和解条項案が示され

まして、全文は議案にお示ししているとおりで

すけれども、その主なところとしまして、次に

和解内容のあらましとして記載しております。 

 １点目が、相手車の運転者は、共済会に対

し、８万１７２円、これは八代市に生じた損害

額の１００分の９５の額となります。この支払

い義務があることを認める。 

 この１点が、八代市は保険会社に対し５万８

６７円、相手車の運転者及び対向車線車両の運

転者に生じた損害額の１００分の５の額となり

ます。この支払い義務があることを認めるとな

っております。 

 このように、和解条項案は、当方５対先方９

５の割合で相手方に生じた損害額を負担すると

いう内容になっておりまして、こちらの主張を

大幅に酌んだ内容となっております。 

 この和解条項案を双方受け入れることとした

ことから、今回議案を提出させていただいたも

のです。 

 御説明は以上となります。御審議よろしくお

願いいたします。 

○委員長（古嶋津義君） ただいま御説明があ

りましたが、本件には個人名等も含まれており

ますことから、審議の際は御配慮方願います。 

 それでは、以上の部分について質疑を行いま

す。質疑ありませんか。 
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（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、以上で質

疑を終了いたします。 

 意見がありましたら、お願いいたします。意

見はありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１１６号・訴訟上の和解については、

可決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（古嶋津義君） 挙手全員と認め、本

件は可決されました。 

                              

◎議案第１１３号・八代市庁舎内市民交流エリ

ア条例の制定について 

○委員長（古嶋津義君） 次に、条例案件の審

査に入ります。 

 まず、議案第１１３号・八代市庁舎内市民交

流エリア条例の制定についてを議題とし、説明

を求めます。 

○財産経営課長（山本浩司君） それでは、続

きまして、議案第１１３号・八代市庁舎内市民

交流エリア条例の制定について御説明します。 

 議案書は９ページから１２ページまでとなり

ます。 

 この議案につきましては、お配りしておりま

す議案第１１３号関係の説明資料によりまして

御説明いたします。 

 まず、条例制定の目的ですけれども、新市庁

舎では、１階及び２階フロアの一部、各フロア

の西側を執務フロアと区分し、市民の交流の促

進や、市民と行政の協働の活性化を図ることを

目的とするエリア、これは条例中で市民交流エ

リアとしていますが、とすることとしておりま

す。 

 市民交流エリアには多目的ホール及び会議室

を設け、市民の会合や研修会、あるいは催物な

どの幅広い利用に供することとしております。 

 また、市民交流エリアは、災害時の被災者支

援活動の拠点等としても活用することとしてい

ます。 

 このため、市民交流エリアの利用及び管理に

関して必要となる事項を条例により定めるとい

うものです。 

 資料の後のほうにＡ３の紙２枚で新市庁舎の

１階及び２階の平面図をおつけしております。

この１階と２階の西側のほうが市民交流エリア

となります。平面図の中で３種類の色のついた

枠で囲っているところが多目的ホールと会議室

となります。 

 では、説明資料に戻りまして、条例の主な内

容を御説明してまいります。 

 まず、施設の名称は、八代市庁舎内市民交流

エリアとしております。条例案では第２条の規

定となります。 

 休館日は１２月２９日から翌年の１月３日ま

での日としております。条例案では第３条の規

定となります。 

 開館時間は午前９時から午後１０時までとし

ております。条例案では、第４条の規定となり

ます。 

 次に、利用の制限についてです。条例案で

は、第６条に各号列記の形で掲げております

が、これをまとめた形で申し上げますと、施設

等の利用者として適当でないと認められる場合

や、管理上支障がある場合のほか、災害時の被

災者支援活動等のために市が市民交流エリアの

施設等を利用する場合は利用を許可しないこと

としております。 

 次に、使用料についてです。使用料について

の規定は、条例案の第９条と、１２ページに出

ております別表となります。別表と同じ表を説

明資料に記載しております。 

 この表を御覧いただきますと、施設を多目的

ホール、会議室、Ａ、Ｂ、Ｆ、会議室Ｃ、Ｄ、
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Ｅの３つに区分しまして、午前、午後、夜間、

全日、時間外の使用料を掲げております。会議

室はＡからＦまで６室ありますが、床面積が５

０平米未満の３室と５０平米以上の３室の２グ

ループに分けて使用料を設定しております。 

 恐れ入りますが、平面図のほうをまた御覧願

います。 

 １階平面図のですね、下のほうですね。青色

の枠が多目的ホールとなります。１階平面図及

び２階平面図で、濃いオレンジ色の枠で囲って

いる部屋が床面積が５０平米未満の会議室Ａ、

Ｂ、Ｆとなります。また、緑色の枠で囲ってい

る部屋が床面積５０平米以上の会議室、Ｃ、

Ｄ、Ｅとなります。 

 すみません、説明資料の２ページ目を御覧願

います。 

 次、使用料の減免についてです。条例案では

第１０条になります。災害時の被災者支援活動

等のために市が市民交流エリアの施設等を利用

する場合、その他公益上特に必要があると認め

られる場合は、使用料の減免を行うこととして

おります。 

 後に、この条例の施行期日についてです。

この条例は、本庁舎の開庁日から施行すること

としており、交付の日から起算して６月を超え

ない範囲内において規則で定める日から施行す

るというふうに規定しております。 

 御説明は以上となります。御審議よろしくお

願いいたします。 

○委員長（古嶋津義君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

○委員（山本敬晃君） この施設の中のです

ね、備品といいますか、スクリーンだったり、

プロジェクターだったり、マイクだったりとい

うのは、今決まってる時点でいいんですけど

も、教えていただきたいということと、その使

用料ですね。この施設等の使用料がありますけ

ども、それとはまた別に、その備品を借りると

きにまた使用料が別になるのか、これを含まれ

るのかというところも教えていただければと思

います。 

○財産経営課長（山本浩司君） すみません、

お待たせしました。 

 すみません、お答えします。 

 今、御質問いただきましたところの部屋の使

用料と別に附属設備の使用料というふうに位置

づけておりまして、附属設備の使用料はもう条

例のほうで規則で別に定めるというふうに規定

しております。 

 その規則の中で定めます附属設備ですが、各

室の冷暖房ですね。それと、備品としまして

は、音響設備、プロジェクター、スクリーン、

あと、多目的ホールに限っては机といすも使用

料を頂くこととしております。 

 金額も申し上げたほうが。（委員山本敬晃君

「よろしければ。お願いします」と呼ぶ） 

○委員長（古嶋津義君） 金額も。 

○財産経営課長（山本浩司君） 金額も。 

 まず、多目的ホールの冷暖房が１時間１２０

０円です。５０平米未満の会議室、Ａ、Ｂ、

Ｆ、これはＣ、Ｄも一緒ですね。５０平米以上

の会議室Ｃ、Ｄも同じですが、１時間２００円

としております。 

 音響設備ですけれども、多目的ホールが１７

００円、会議室は６室とも６００円。 

 プロジェクターが、これは多目的ホールも会

議室も一緒で１４００円です。１４００円で

す。 

 スクリーンですけれども、多目的ホールのほ

うは固定式になりまして、８００円としており

ます。会議室のほうは移動式で１００円として

おります。 

 あとは、もう多目的ホールに机といすが、使

用料があると申し上げましたが、机が１台１１

０円、椅子が１脚３０円としております。 
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 附属設備の使用料につきましては以上です。 

○委員（山本敬晃君） その使用料の減免があ

ると思うんですけども、その附属のそういった

ところの減免というのはありますでしょうか。 

○財産経営課長（山本浩司君） 減免は、そう

ですね、ホールと会議室の使用料についての減

免になります。附属設備は実費相当ということ

で頂戴いたします。 

○委員長（古嶋津義君） ほかにありません

か。 

○委員（堀 徹男君） 施設の利用料はです

ね、近隣に類似施設がありますよね。例えばや

つしろハーモニーホールだったりとか、代陽公

民館とかですね。そういう施設が直近にあると

思うんですけど、施設の利用の平米単価あたり

は遜色ないものですかね。大体同じぐらいの設

定になっていますか。 

○財産経営課長（山本浩司君） 各施設、平米

単価で定めてあるわけではございませんでです

ね、ちょっと比較してみましたらですね。大

体、今回、市民交流エリアの使用料につきまし

ては、桜十字ホールやつしろ、やつしろハーモ

ニーホールですね、の使用料を基準としつつ、

１００円程度少し、何といいますか、切りがい

い金額に設定させていただいております。よろ

しくお願いいたします。 

○委員（堀 徹男君） 分かりました。 

○委員長（古嶋津義君） いいですか。 

○委員（堀 徹男君） はい。 

○委員長（古嶋津義君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、以上で質

疑を終了いたします。 

 意見がありましたら、お願いいたします。意

見ございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、これから

採決いたします。 

 議案第１１３号・八代市庁舎内市民交流エリ

ア条例の制定については、原案のとおり決する

に賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（古嶋津義君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 執行部入替えのため、小会いたします。 

（午前１１時１２分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時１６分 本会） 

◎議案第１１１号・八代市防災行政無線施設の

設置及び管理に関する条例の廃止について 

○委員長（古嶋津義君） 本会に戻します。 

 次に、議案第１１１号・八代市防災行政無線

施設の設置及び管理に関する条例の廃止につい

てを議題とし、説明を求めます。 

○危機管理課長補佐（岩田 剛君） おはよう

ございます。(｢おはようございます」と呼ぶ者

あり）危機管理課、岩田でございます。よろし

くお願いいたします。着座にて説明をさせてい

ただきます。 

 議案第１１１号・八代市防災行政無線施設の

設置及び管理に関する条例の廃止について説明

いたします。 

 議案書は５ページからになります。 

 まず、提案理由につきましては、防災行政無

線を廃止し、防災・行政情報の伝達手段を防災

行政情報通信システムに移行するに当たり、防

災行政無線に係る設置及び管理に関する条例を

廃止するものでございます。 

 ６ページをお願いします。 

 これまで、防災行政無線は、本庁管内におい

て、平成２２年にＭＣＡ方式のデジタル無線

を、支所管内においては、合併前にアナログ式

の無線を整備し、運用を行っておりました。 

 電波法などの改正に伴い、令和４年１１月に

はアナログ式の防災行政無線が使用できなくな
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ることから、緊急時における情報伝達手段の再

構築が必要となったため、令和元年度から新た

な防災行政情報通信システムの整備に着手し、

本年４月から一部運用を開始したところでござ

います。 

 本年度の１１月末までは、新たな防災行政情

報通信システムと従来の防災行政無線を併用し

て運用を行ってまいりましたが、１２月以降は

新システムへ完全移行することから、条例を廃

止するものでございます。 

 説明は以上となります。御審議のほど、よろ

しくお願いいたします。 

○委員長（古嶋津義君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

○委員（堀 徹男君） 簡単にはですね、御説

明いただいて、その廃止するという部分の仕組

みをですね、御説明されたと思うんですけど、

旧市内と、それから旧郡部ですね。戸別受信機

であったりとか、旧市内は各自治公民館あたり

にですね、そのエリアトークの子機を置いて、

デジタル波を変換させて放送するという仕組み

だったと思うとですよね。 

 廃止した場合の、その各自治公民館あたりに

は、そのエリアトークの子機があって、アンプ

が置いてあったりすると思うとですけど、その

辺の設備の回収とか廃棄とかというのはどちら

の責任で負担になるんでしょうかねというのが

まずお聞きしたいなというふうに思っていま

す。 

○危機管理課長補佐（岩田 剛君） 御質問の

各自治会等に置いてあります機器等の回収につ

いての負担ということですけども、それにつき

ましては、市のほうで回収を行うということで

考えております。 

○委員（堀 徹男君） じゃあ、再質問いたし

ますけど、町内のね、公民館に町内が設置して

いるスピーカー、マイク、放送設備を利用し

て、エリアトークの子機を置いてあるわけです

よね。電気的な配線だったりとかというのは、

当然工事が発生するというふうに思っています

ので、市でそれは責任を持って外して回収する

ということでよろしいですか。 

○危機管理課長補佐（岩田 剛君） 旧システ

ムのスピーカーですとか、等につきましてはで

すね、市のほうで撤去を行うこととしておりま

す。（委員堀徹男君「ありがとうございます」

と呼ぶ） 

○委員長（古嶋津義君） いいですね。 

○委員（堀 徹男君） はい。 

○委員長（古嶋津義君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、以上で質

疑を終了いたします。 

 意見がありましたら、お願いします。意見あ

りませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１１１号・八代市防災行政無線施設の

設置及び管理に関する条例の廃止については、

原案のとおり賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（古嶋津義君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 執行部入替えのため、小会いたします。 

（午前１１時２２分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時２２分 本会） 

◎議案第１１２号・八代市個人情報保護条例及

び八代市個人番号の利用及び特定個人情報の提

供に関する条例の一部改正について 

○委員長（古嶋津義君） 本会に戻します。 

 次に、議案第１１２号・八代市個人情報保護

条例及び八代市個人番号の利用及び特定個人情
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報の提供に関する条例の一部改正についてを議

題とし、説明を求めます。 

○デジタル推進課長（鋤田敦信君） デジタル

推進課、鋤田でございます。 

 議案第１１２号・八代市個人情報保護条例及

び八代市個人番号の利用及び特定個人情報の提

供に関する条例の一部改正について、着座にて

御説明をさせていただきたいと思います。失礼

いたします。 

 議案書につきましては７ページからになりま

す。また、お配りしております資料の右肩に議

案第１１２号説明資料を用いて説明をさせてい

ただきたいと思います。 

 まず、改正の理由でございますけれども、国

におきましては、社会のデジタル化を推進する

ため、その推進役としてデジタル庁を設置する

デジタル庁設置法及びデジタル社会の形成を図

るための関係法律の整備に関する法律が施行さ

れました。 

 また、それに伴い、行政手続における特定の

個人を認識するための番号の利用等に関する法

律、いわゆる番号法が一部改正されたことか

ら、このたび本市の関係条例を改正するもので

ございます。 

 それでは、各条例の一部改正の概要につきま

して御説明をさせていただきます。 

 まず、第１条関係は八代市個人情報保護条例

でございますが、こちらは、番号法が改正され

たことに伴い、第２７条第３項において、情報

提供等記録の訂正をした場合の通知先を総務大

臣から内閣総理大臣に改正を行うとともに、引

用している条ずれを解消するものでございま

す。 

 また、第２条関係は、八代市個人番号の利用

及び特定個人情報の提供に関する条例でござい

ますが、こちらはデジタル社会の形成を図るた

めの関係法律の整備に関する法律、第５５条の

規定により、番号法第１９条に新たに第４号が

追加されたことから、引用している条ずれを解

消するとともに、本条例内で使用することのな

い定義としての個人情報の文言を削除するもの

でございます。 

 なお、本条例の施行日は公布の日としており

ます。いずれも国の法改正に伴います条例の改

正でございます。 

 説明は以上でございます。御審議のほど、よ

ろしくお願いいたします。 

○委員長（古嶋津義君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） ないようであります

ので、以上で質疑を終了いたします。 

 意見がありましたら、お願いいたします。意

見はありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１１２号・八代市個人情報保護条例及

び八代市個人番号の利用及び特定個人情報の提

供に関する条例の一部改正については、原案の

とおり決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（古嶋津義君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 執行部入替えのため、小会いたします。 

（午前１１時２６分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時２７分 本会） 

◎議案第１１４号・八代市過疎地域における固

定資産税の課税免除に関する条例の制定につい

て 

○委員長（古嶋津義君） 本会に戻します。 

 次に、議案第１１４号・八代市過疎地域にお

ける固定資産税の課税免除に関する条例の制定

についてを議題とし、説明を求めます。 
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○理事兼資産税課長（機智三郎君） 資産税課

の機でございます。よろしくお願いします。そ

れじゃあ、座りまして説明させていただきま

す。 

 議案書の１３ページになります。 

 議案第１１４号・八代市過疎地域における固

定資産税の課税免除に関する条例の制定につい

てでございます。 

 下の提案理由でございますが、本市の過疎地

域持続的発展市町村計画に定める産業振興促進

区域内の振興すべき業種の用に供する設備を取

得した者に係る固定資産税の課税免除を行うに

当たり、条例を制定する必要があるためでござ

います。 

 それでは、詳細につきましては、お手元にお

配りしております資料、議案第１１４号の資料

で説明したいと思います。よろしいでしょう

か。 

 八代市過疎地域における固定資産税の課税免

除に関する条例の制定について。 

 まず、１番目の条例制定の趣旨でございます

が、これは先ほど企画政策課も説明いたしまし

たが、過疎地域自立促進特別措置法、いわゆる

旧過疎法でございますが、及びこれに基づく八

代市過疎地域自立促進計画が令和３年３月３１

日で期限切れとなり、継続的な法案として、過

疎地域の持続的発展に関する施策を総合的かつ

計画的に推進するため、過疎地域の持続的発展

の支援に関する特別措置法、いわゆる新過疎法

でございますが、こちらが令和３年４月１日か

ら施行されております。 

 本条例は、この新過疎法の施行に伴い、新た

に策定します八代市過疎地域持続的発展計画に

記載されました産業振興促進区域内において、

振興すべき業種として同計画に定められた事業

の用に供する設備の取得等をした者に係る固定

資産税の課税免除に関し必要な事項を定めるも

のでございます。 

 なお、新過疎法の規定に基づき固定資産税の

課税免除等を行った場合、地方税の減収補填を

受けるためには、条例で規定することが必須と

なっているところでございます。 

 ２番目の課税免除の概要でございますが、以

下の（１）から（４）を満たすものとしまし

て、（５）の期限までに、申請をした個人また

は法人に固定資産税の課税免除を行うものでご

ざいます。 

 まず、１番目の対象地域でございますが、坂

本町、東陽町、泉町でございます。 

 ２番目の対象業種でございますが、製造業、

情報サービス業等、農林水産物等販売業、旅館

業でございます。 

 ３番目の取得価額要件でございますが、取得

額の合計が下表の事業区分に応じ、それぞれ定

める額以上の建物や設備、これらを特別償却資

産と申しますが、これらの取得等も対象とする

ものでございます。 

 下の表を御覧ください。 

 事業区分、製造業、旅館業の場合は、資本金

の規模が５０００万円以下の場合、設備の取得

額が５００万円以上を対象とし、取得の方法は

取得等としております。この取得等といいます

のは、表の下に注意書きがございますけれど、

取得、製作、建設をいい、建物及びその附属設

備の場合は、改修（増築、改築、修繕または模

様替え）のための工事による取得または建設を

含むものでございます。 

 表に戻りまして、資本金の規模が１億円以下

の場合、設備の取得額が１０００万円以上が対

象となりまして、取得の方法は、新設、増設の

みとなりまして、こちらの場合、改修等は含ま

ないということになります。 

 資本金の規模が１億円を超える場合、こちら

の場合は、設備の取得額が２０００万円以上が

対象となり、取得の方法は、先ほどと同じ新

設、増設のみという形になります。 
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 続きまして、事業区分が情報サービス業等、

農林水産物等販売業につきましては、資本金の

規模が５０００万円以下の場合、設備の取得額

が５００万円以上が対象となります。 

 取得の方法としましては、取得等ということ

で、こちらは改修、増築、改築、修繕等を含む

ものでございます。 

 資本金の規模が５０００万円を超える場合に

つきましては、設備の取得額が５００万円以

上、こちらは先ほどと同じ金額になりますが、

取得の方法が新設、増設のみになるというとこ

ろでございます。 

 続きまして、４番目の設備等の取得期間でご

ざいますが、令和３年４月１日から令和６年の

３月３１日までの取得を対象としております。 

 ２ページをお開きください。 

 申請期限でございますが、課税免除を受けよ

うとする各年度の初日の属する年の１月３１日

まで、これは償却資産の申告期限と日にちを合

わせているところでございます。 

 ６番目の課税免除の内容でございますが、下

の表のとおりとしておりますけれど、対象とな

る固定資産税が、家屋の場合は特別償却設備で

ある家屋。この特別償却設備というのは、先ほ

ど（３）の取得価額要件で申した、この対象と

なる部分の取得等をいうものでございます。 

 土地につきましては、上記家屋の敷地となる

土地ということで、条件としまして、取得から

１年以内に家屋の建設に着手した場合に限るも

のとなっております。 

 後に、償却資産につきましてでございます

が、特別償却設備である償却資産が対象となり

ます。 

 期間・免除率でございますが、新たに課税さ

れることとなった年度から３年度間、１００％

を免除するものでございます。 

 後に、施行期日でございますが、公布の日

から施行することとしております。 

 以上、簡単でございますが、説明を終わりま

す。御審議よろしくお願いいたします。 

○委員長（古嶋津義君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

○委員（堀 徹男君） 今、課税免除の内容

で、土地の部分のところですけど、土地を取得

した後にですね、１年以内に建てれば、固定資

産の課税免除の対象になるということで、例え

ば、先もって土地だけ取得しておいて、１年半

後から工事着工して建てましたよと。建物を建

てた時点でまた申請ということは可能なんです

か、これは。（理事兼資産税課長機智三郎君

「１年以内ではなくて」と呼ぶ）１年半。 

○理事兼資産税課長（機智三郎君） お尋ねに

なったのは、取得から１年以内ではなくて１年

を超える場合、１年半とかたったとき、再度申

請すれば対象になるのかというお尋ねでしょう

か。 

○委員（堀 徹男君） 建物だけですかとい

う。土地は含まれなくなってしまうんですかね

という、そういうことですね。 

○理事兼資産税課長（機智三郎君） 条件が１

年以内となっておりますので、１年を超えてか

らの着手の場合は、土地のほうは対象から外れ

るということになってしまいます。 

○委員（堀 徹男君） 分かりました。 

○委員長（古嶋津義君） よろしいですか。 

 ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、以上で質

疑を終了いたします。 

 意見がありましたら、お願いいたします。意

見はありませんか。 

○委員（髙山正夫君） 本来、過疎地域課税免

除ということで、ただ、対象業種がですね、製

造業、情報サービス業となり得る業者というの

はかなり少ないかと思います。よって、増設、
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その業者の拡幅による土地の取得なども少ない

というところから考えればですね、やはりこれ

はもう企業さんを誘致するという、過疎地域に

ですね。そういうところから考えれば、当然商

工部門とのですね、そういった情報の提供をし

っかりされて、一つの八代市の宣伝ともなりま

すので、よろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（古嶋津義君） ほかに意見はありま

せんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１１４号・八代市過疎地域における固

定資産税の課税免除に関する条例の制定につい

ては、原案のとおり決するに賛成の方の挙手を

求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（古嶋津義君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 執行部は御退出ください。 

（執行部 退席） 

○委員長（古嶋津義君） 次に、本委員会に付

託となっている請願・陳情はありませんが、郵

送等にて届いております要望書などにつきまし

て、写しをお手元に配付しておりますので、御

一読いただきたいと存じます。 

 以上で付託されました案件の審査は全部終了

いたしました。 

 お諮りいたします。 

 委員会報告書及び委員長報告の作成について

は、委員長に御一任願いたいと思いますが、こ

れに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

                              

◎その他 

・「コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地

方税財源の充実を求める意見書」議決の要請に

ついて 

○委員長（古嶋津義君） 次に、付託されまし

た案件のほか、全国市議会議長会から、コロナ

禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の

充実を求める意見書の議決について要請がなさ

れております。 

 議会運営委員会で協議の結果、当委員会に送

付されてきました。つきましては、その取扱い

を御協議願います。 

 また、内容については、お手元に配付の資料

のとおりであります。 

 それでは、コロナ禍による厳しい財政状況に

対処し地方税財源の充実を求める意見書につい

て、御意見等はありませんか。 

○委員（堀 徹男君） ぜひ議決の要請をお願

いしたいと思います。 

○委員長（古嶋津義君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） 小会いたします。 

（午前１１時４０分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時４１分 本会） 

○委員長（古嶋津義君） それでは、本会に戻

します。 

 それでは、お諮りいたします。 

 本件の趣旨に賛同の上、議員発議として提案

したいと思いますが、御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 それでは、そのようにいたします。 

 案文につきましては、事務局と調整すること

とし、後日、発議の手続を取らせていただきま

すので、御了解願います。 

 なお、趣旨弁明はどなたにお願いしましょう

か。 
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（｢委員長一任」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） それでは、私、委員

長のほうでいたします。 

 小会いたします。 

（午前１１時４２分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時４３分 本会） 

◎所管事務調査 

・行財政の運営に関する諸問題の調査 

・総合計画の策定推進等に関する諸問題の調査 

○委員長（古嶋津義君） 本会に戻します。 

 次に、当委員会の所管事務調査２件を一括議

題とし、調査を進めます。 

 当委員会の所管事務調査は、行財政の運営に

関する諸問題の調査、総合計画の策定推進等に

関する諸問題の調査、以上の２件です。 

 このうち、行財政の運営に関する諸問題の調

査に関連して１件、総合計画の策定推進等に関

する諸問題の調査に関連して１件、執行部から

発言の申し出があっておりますので、これを許

します。 

                              

・行財政の運営に関する諸問題の調査 

（物品・委託等に係る電子入札の導入につい

て） 

○委員長（古嶋津義君） それでは、まず、物

品・委託等に係る電子入札の導入についてをお

願いいたします。 

○契約検査課長（岩崎伸一君） こんにちは。

（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）契約検査課の

岩崎と申します。 

 物品・委託等に係る電子入札の導入に関しま

して、着座にて説明をさせていただきます。 

 それでは、お手元の資料の１ページを御覧い

ただけますでしょうか。 

 初めに、１、システムの概要を説明させてい

ただきます。 

 電子入札システムは大きく２つのシステムに

分かれており、（１）として、これまで紙によ

って行われてきた入札を入札参加者がインター

ネットを利用して電子的に行うものであり、

（２）として、入札案件の公告や入札・契約結

果などを公開し、誰でも関係情報を入手しやす

くするものでございます。 

 具体的には、その上段に記しておりますとお

り、熊本県と県内市町村が共同で開発・運営を

行う、くまもと県市町村電子入札システムを活

用するものであり、本市では、平成２５年度よ

り、工事・コンサルにおいて同システムを運用

しており、今回新たに物品・委託等において電

子入札を導入いたします。 

 次に、２、導入の背景・県内市町村の参加状

況でございますが、平成１３年度に策定された

国の行動計画に基づきまして、県及び県内市町

村で協議会が設置され、平成１７年度から県と

熊本市がシステムの開発、運用を行い、平成２

５年度には八代市が工事・コンサルの分野で運

用を始めております。 

 また、当該システムへの参加状況といたしま

しては、県を除きまして、工事・コンサルにお

いては、本市を含む県内２３市町が、物品・委

託等においては熊本市と宇城市が参加しており

ます。 

 なお、本資料の追加情報といたしまして、１

０月１４日付で県から通知がございまして、新

たに合志市、あさぎり町、南阿蘇村が加わり、

構成市町村が２３から２６となり、県内市町村

の参加割合が約５８％になったとのことでござ

います。 

 続きまして、次のページをお開きいただきま

す。 

 ３、導入の効果・メリットにつきまして説明

させていただきます。 

 （１）の事業者のメリットは、仕様書の閲覧

や応札・開札のため、市役所や郵便局に出向く

必要がなくなり、時間や労務負担が軽減され、
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交通費や郵便入札の際の郵便料など、入札参加

に係る諸経費も削減されます。 

 また、インターネットに接続できる環境であ

れば、外出することなくいつでも本システムを

利用できるため、新型コロナウイルス感染症な

どにより不要不急の外出自粛を余儀なくされる

状況でも、安心安全に入札に参加できることな

どが挙げられます。 

 ただし、パソコン以外にＩＣカード等の購入

が必要であり、電子入札に慣れていただくまで

は現行の郵便入札も併用できるような経過措置

も必要と考えております。 

 （２）の市民のメリットは、入札契約情報を

迅速に入手できるようになることであり、

（３）の発注者としての市のメリットは、事務

手続が効率化され、落札判定を正確で迅速に行

えることなどが挙げられます。 

 なお、市からの入札、開札のやり取りは、情

報漏えい防止のため、ＬＧＷＡＮという行政専

用ネットワークを通じ、電子証明書や暗号化技

術を活用し、安全性を確保しながら行います。 

 次に、４、システム開発・運用に係る費用負

担につきましては、記載する表の右端の本年度

の見込みに計上しておりますとおり、参加自治

体の人口比により算出される運用負担金が約５

２０万円必要であり、新たな導入時にのみ必要

なカスタマイズ費用が約２３０万円かかります

ので、その他の費用との合計で約７７０万円で

ございます。 

 今後、本市では全ての入札を電子入札で行う

ことが可能になりますが、平成２５年度に運用

を開始してから毎年度およそ５００万円の運用

負担を行っており、物品・委託等へ電子入札を

拡充いたしましても、人口割による運用負担金

がその影響で増加するわけではございません。 

 後に、５、スケジュールにつきましては、

これまで業務委託の契約相手方である日立製作

所と協議を重ね、現在、例規等の改正及び次年

度予算要求の準備などを行ってまいりました。 

 今後、ホームページ、市報、ＦＭやつしろな

どを活用し、商工団体への協力もお願いしなが

ら、広報周知を図り、現在登録されている全事

業者にファクスによる通知も行いまして、１２

月から行う次回の物品等入札参加資格申請、い

わゆる指名願の申請に併せまして、電子入札の

利用届出を受け付けたいと考えております。 

 そして、翌年２月に事業者及び各課へ説明会

を行い、次年度から運用を開始する予定といた

しております。 

 以上で説明を終わります。御審議のほど、よ

ろしくお願いします。 

○委員長（古嶋津義君） 本件について何か質

疑、御意見等はありませんか。 

○委員（堀 徹男君） 私も応札業者だったと

きにはですね、まだ市が導入する前の県の電子

入札はやっていましたので、これはシステム上

非常に楽だったんですが、慣れるまでは確かに

ですね、操作画面の流れとかですね、面倒くさ

いのはありましたけど、一番その頃、嫌がられ

ていたのはですね、父ちゃん社長、母ちゃん専

務みたいな方々がですね、私たちはこういうの

はできないという声もありました。 

 経過措置をですね、十分勘案しながらです

ね、システムとして非常にいいものですから、

その辺も勘案しながら取り組んでいただきたい

と思います。 

○委員長（古嶋津義君） ほかに質疑、御意見

等ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、以上で、

物品・委託等に係る電子入札の導入についてを

終了いたします。 

 執行部入替えのため、小会いたします。 

（午前１１時５２分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時５３分 本会） 
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・総合計画の策定推進等に関する諸問題の調査 

（第１１次八代市交通安全計画について） 

○委員長（古嶋津義君） 本会に戻します。 

 次に、第１１次八代市交通安全計画について

をお願いいたします。 

○市民活動政策課長（消費生活センター所長兼

務）（吉井光博君） こんにちは。（｢こんに

ちは」と呼ぶ者あり）市民活動政策課長の吉井

でございます。 

 本日御説明いたします、第１１次八代市交通

安全計画は、交通安全対策基本法を根拠とし、

八代市交通安全対策会議条例に基づき策定した

ものでございます。詳しくは着座で説明させて

いただきます。 

 それではですね、市民活動政策課から提出し

ております、総務委員会資料・所管事務調査を

お願いします。こちらのほうですね。 

 では、まず、Ａ３判資料１のほうを御覧くだ

さい。 

 こちらは計画の骨子を示しており、上の欄に

計画の趣旨、第１０次計画の成果を示しており

ます。 

 また、下段の左の欄に、第１部、道路交通の

安全について記載しております。 

 第１章では、道路交通の安全についての目標

として、道路交通事故の現状と本計画における

目標について示しております。 

 第２章では、道路交通の安全についての対策

として、歩行者の安全確保を対策の 重点と掲

げる対策の視点と、道路交通環境の整備や交通

安全思想の普及徹底など６つの柱を記載してお

ります。 

 これらを踏まえまして、中央の欄、第２節、

道路交通安全についての施策として６つの柱ご

との具体的な取組を示しております。 

 右の欄は、第２部、踏切道における交通の安

全として、踏切道の整備等による交通の安全と

円滑化などを示しております。本計画は２部構

成となっております。 

 それでは、冊子の資料２のほうを御覧くださ

い。 

 本計画につきましては、第１０次八代市交通

安全計画をベースとして、県の計画にて追加さ

れた項目や、より本市に適した計画となるよう

内容を更新しております。 

 まず、１ページをお開きください。 

 計画作成の趣旨でございますが、この計画

は、交通安全対策の総合的かつ計画的な推進を

図るために、昭和４６年度から５年ごとに作成

し、本市における交通安全に関する施策の大綱

とするとともに、市民の皆様の御協力の下、

県、警察及び関係機関・団体と緊密な連絡を図

り、効果的な諸施策を推進するものでございま

す。 

 次に、第１１次計画の性格及び期間の（１）

性格でございますが、交通安全基本法を根拠

に、国、県の計画に基づき作成するものでござ

います。 

 本年３月に国の第１１次交通安全基本計画が

決定され、それを受け、６月に県の第１１次熊

本県交通安全計画が決定されました。この県の

計画を基に、八代市におきましては、市長を会

長に１４名の委員と１０名の幹事で構成いたし

ます八代市交通安全対策会議を設置いたしまし

て、７月に２回、幹事会を開催し、その後８月

に八代市交通安全対策会議を開催し、第１１次

八代市交通安全計画について、審議・決定する

ことを予定しておりましたが、まん延防止等重

点措置が適用されたことから、書面決議により

御審議いただき、９月に本計画策定とさせてい

ただきました。 

 （２）期間でございますが、令和３年度から

令和７年度までの５年間でございます。 

 ２ページを御覧ください。 

 平成２８年度から令和２年度までの第１０次

八代市交通安全計画の成果について記載してお
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ります。 

 １、道路交通の安全では、交通事故死者数を

６人以下、交通事故死傷者数を５５０人以下と

する目標に対し、死者数については、平成２９

年を除き達成、死傷者数については、計画期間

中の全ての年において達成しております。 

 また、踏切道における交通の安全では、事故

件数をゼロとする目標に対し、平成２９年を除

いて達成しております。 

 ５ページをお開きください。 

 第１節、道路交通事故の現状では、第１０次

計画期間中の交通事故死傷者数などについてグ

ラフ化しております。 

 ６ページからは、第１０次計画期間中におけ

る、高齢者が関わる死傷者数や、自転車乗車中

の死傷者数、飲酒運転の状況など、道路交通事

故の推移、特徴、課題などを示しております。 

 ９ページをお開きください。 

 第２節、八代市交通安全計画における目標に

ついてでございますが、１０次計画までは、２

４時間交通事故死者数と交通事故死傷者数の目

標設定となっておりましたが、本計画における

優先の目標は死者数の減少であり、重傷者が

発生する事故防止の取組が死者数の減少につな

がるとの考え方により、１１次計画より、２４

時間交通事故死者数と交通事故重傷者数に国の

目標項目が変更されました。 

 今回の八代市の１１次計画におきましても、

国、県の計画の目標、動向を踏まえるととも

に、１０次計画中の発生件数と人口推移、さら

に目標年である令和７年の推定人口などを基に

算定し、２４時間交通事故死者数を４人以下、

交通事故重傷者数を３５人以下と設定いたしま

した。 

 １０ページを御覧ください。 

 第２章、道路交通の安定についての対策でご

ざいます。 

 第１節、対策の視点と６つの柱を示してお

り、対策の視点として、今回新たに（１）対策

の 重点として歩行者の安全確保が追加され、

歩行者優先への意識改革や交通環境の整備等に

よる歩行者の安全確保を 重点課題としており

ます。 

 １１ページをお開きください。 

 （２）対策の重点といたしまして、ア、高齢

者及び子供の交通安全の確保、また、イ、自転

車の安全利用の推進では、１０月１日より義務

化となった自転車損害賠償責任保険などの加

入、及び新型コロナウイルス感染症に伴う新し

い生活スタイルとして活用の増加が見込まれる

自転車という表現を加えております。 

 １５ページをお開きください。 

 第２節、道路交通安全についての施策につい

てでございますが、交通社会を構成する人間、

車両など、交通機関及びそれらが活動する場と

しての交通環境という３要素の相互関連を考慮

し、６つの柱として、項目ごとに対策につい

て、国土交通省九州地方整備局、県南広域本

部、八代警察署など関係機関及び市の関係部署

が連携して推進していくことを示しておりま

す。 

 １６ページに、１つ目の柱であります道路交

通環境の整備として、（１）から（９）までの

９つの項目を挙げております。 

 １７ページをお開きください。 

 主な対策といたしましては、（１）生活道路

などにおける人優先の安全・安心な歩行空間の

整備として、通学路、生活道路、市街地の幹線

道路などにおいて、子供や高齢者が安心して通

行できるよう歩道を積極的に整備するなど、人

の視点に立った交通安全対策を推進することと

しております。 

 少し飛びまして、２３ページをお開きくださ

い。 

 （３）交通安全施設等の整備事業の推進で

は、道路交通環境の改善による交通事故防止と
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交通の円滑化を図ることとして、横断歩道の標

識・道路標示などの適切な管理などについて。 

 ２６ページをお開きください。 

 （６）自転車利用環境の総合的整備では、自

転車の事故を減らすため、歩行者、自転車、自

動車の適切な分離を図るなど、自転車利用環境

の総合的な整備の推進を図ること。 

 ２８ページをお開きください。 

 （８）災害に備えた道路交通環境の整備で

は、災害発生時における応急活動を迅速かつ安

全に実施するための施策や、災害のおそれのあ

る区間を回避、代替する道路の整備を推進する

ことなどを示しております。 

 ３２ページをお開きください。 

 ２つ目の柱であります交通安全思想の普及徹

底では、（１）段階的かつ体系的な交通安全教

育の推進として、３３ページより、幼児、小・

中・高生、成人、高齢者、障害者、外国人等、

心身の発達段階やライフステージに応じた交通

安全教育を行い、関係機関・団体との連携を取

りながら普及活動を推進することなどを示して

おります。 

 ３７ページをお開きください。 

 （２）交通安全に関する普及啓発活動の推進

では、交通ルールの遵守と正しい交通マナーの

実践を習慣づけることや、高齢者の交通事故防

止意識の高揚のための広報活動をはじめ、横断

歩行者の安全確保として、運転者に対しては、

横断歩道手前での減速義務、歩行者優先義務の

再認識を。歩行者に対しては、交通ルールの周

知と、横断する際は手を上げるなど運転者に対

して横断する意思を明確に伝え、安全の確認を

行うことなど、自らの安全を守るための交通安

全教育を推進することなどを示しております。 

 ４３ページをお開きください。 

 ３つ目の柱、安全運転の確保では、今後も増

加が予想される高齢運転者に対する教育等の充

実及び運転免許証を返納しやすい環境の整備や

安全運転管理対策の推進、自動車運送事業者の

安全対策の充実などを図ることを示しておりま

す。 

 ４６ページをお開きください。 

 ４つ目の柱、車両の安全の確保の主な対策と

いたしましては、自動運転に関する広報啓発の

推進と、自転車の点検整備や正しい利用方法、

夜間の事故防止のためライトと反射材の普及を

図ることなどを示しております。 

 ４８ページをお開きください。 

 ５つ目の柱の救助・救急活動の充実では、救

助・救急体制及び救急医療体制の整備を図り、

事故現場から一刻も早い処置を実施するための

体制整備や、事故現場での応急手当の普及等の

推進について示しております。 

 ５２ページをお開きください。 

 ６つ目の柱の被害者支援の充実と推進では、

交通事故に関する市民相談窓口の充実を図り、

被害者支援の推進、安心の確保に努めること

や、近年、自転車が加害者となり高額な損害賠

償となるケースがあることから、自転車利用者

の損害賠償保険等加入義務化の周知徹底及び加

入促進などについて示しております。 

 ５６ページをお開きください。 

 第２部、踏切道における交通の安全について

でございますが、引き続き踏切事故発生ゼロを

目指す目標を掲げまして、ＪＲ九州、肥薩おれ

んじ鉄道など事業者と連携し、踏切遮断機の整

備や障害物探知装置等の整備、より事故防止効

果の高い踏切道の整備を推進することなどを示

しております。 

 なお、６１ページから６４ページに用語集

を、６５ページには八代市交通安全対策会議の

委員名簿、６６ページには同幹事名簿を掲載し

ております。 

 以上で、第１１次八代市交通安全計画の説明

をさせていただきました。今後、この計画に基

づき、交通安全対策事業の充実や関係機関との
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連携を図り、年間の２４時間交通事故死者数を

４人以下、交通事故重傷者数を３５人以下とい

う目標が達成できるよう努めてまいります。 

 以上で、簡単でございますが説明とさせてい

ただきます。よろしくお願いいたします。 

○委員長（古嶋津義君） 本件について、何か

質疑、御意見等はありませんか。 

○委員（堀 徹男君） 一旦停止のですね、マ

ークがあったりします。止まれ。警察が担当し

ている規制の（聴取不能）。その手前にです

ね、白線を引いて止まれの線があるわけですけ

ど、それがですね、管轄が警察、県警察という

ことであるものですから、今、土木課のほうに

言いますとですね、警察のほうに行って仲介を

していただいて、対応していただいているんで

すけど、交通安全の観点からいけばですね、市

とですね、県警察あたりのそのカウンターパー

トというとはどこの部分になるのかなというの

があってですね。今、こういう計画が出されて

いるんですけど、警察あたりへの交通規制係あ

たりへのですね、陳情とか要望の提出に当たっ

ては、こちらの交通係のほうでもいいんでしょ

うかねというのが、一つちょっとお尋ねをして

おきたいと思いました。警察に対応していただ

けるのか。 

○市民活動政策課長（消費生活センター所長兼

務）（吉井光博君） 道路で道路管理者が直接

言われる場合もありますし、私どもに言ってい

ただければ、私どものほうから警察のほうへお

伝えするというようなことをしています。（委

員堀徹男君「はい、分かりました。ありがとう

ございました」と呼ぶ） 

○委員長（古嶋津義君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、以上で第

１１次八代市交通安全計画についてを終了しま

す。 

 執行部は御退出ください。 

（執行部 退席） 

○委員長（古嶋津義君） そのほか当委員会の

所管事務調査について何かありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、以上で所

管事務調査２件についての調査を終了します。 

 次に、閉会中の継続審査及び調査の件につい

て、お諮りいたします。 

 当委員会の所管事務調査２件については、な

お調査を要すると思いますので、引き続き、閉

会中の継続調査の申し出をいたしたいと思いま

すが、これに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 以上で、本日の委員会の日程は全部終了いた

しました。これをもって、総務委員会を散会い

たします。 

（午後０時１０分 閉会） 

 

八代市議会委員会条例第３０条第１項の規定に

より署名する。 

    令和３年１０月１８日 

総務委員会 

委 員 長 
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